
 

 

 

 

基本理念・基本方針（案） 

 

市として決定した方向性に基づき、次期計画の基本理念及び基本方針を下記のとおり掲げま

す。 

 

 

 

■基本理念（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基本方針（案） 

 

基本理念を実現するため、5つの基本方針を掲げます。 

基本方針１ 市民、事業者との連携を強化し、協働による取組を進めます。 

・市民・事業者・市との連携を強化し、各人が主体的、継続的にごみ減量に取り組める環境

づくりを行います。 

・市民一人ひとりがごみに関する問題について自分事として取り組めるよう啓発活動を展開

します。 

基本方針２ 家庭系ごみの減量を進めます。 

・食品ロスの削減をはじめとした生ごみの発生抑制を進めます。 

・プラスチックごみや古紙、その他のごみの発生抑制、分別の協力を促す取組を進めます。 

基本方針３ 事業系ごみの減量を進めます。 

・事業者に対してごみの発生抑制、分別の協力を促す取組を進めます。 

基本方針４ 環境に配慮した資源化施設を整備し、適正かつ安全な処理に努めます。 

・エネルギー回収率の高い環境に配慮した新しいごみ焼却施設等を整備します。 

・生ごみのバイオガス化施設を整備し、新たなエネルギー回収、生ごみの減容を行います。 

・ビン、カン、ペットボトル、容器包装プラスチック等の資源ごみ処理施設を市内に分散して

整備します。 

・費用対効果を意識し、収集・処理方法の見直しや資源化品目の拡大を図ります。 

基本方針５ 社会的課題への対応を強化します。 

・災害時のごみ処理に関する対応力を強化します。 

・超高齢社会の到来に伴い、ごみに関する問題に対応した仕組みづくりを行います。 

 

 

 

基  本  理  念 

町田市民・事業者・市は、「ごみになるものを作らない・燃やさない・埋め立てない」 

を原則として、徹底したごみ減量、資源化を進め、 

持続可能で環境負荷の少ない都市を目指します。 
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